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有機フッ素化合物（PFAS）対策の推進を求める意見書

PFAS（ペルフルオロアルキル及びポリフルオロアルキル化合物）について

は、これまでに環境省等が行った PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）

や PFOA（ペルフルオロオクタン酸）の調査（令和３年度）において、都内

はもとより、全国 13 都府県 81 地点の河川や地下水などで国による暫定基準

50ng／ｌを大きく超える濃度が検出され、市民の不安が増している。

狛江市内で調査された井戸数カ所でも、局地的に国の暫定基準値を大きく

超過する値が検出されている。市民の不安を払拭するため、より実効性のあ

る対応や情報発信のためには、国による健康影響及び環境に関する評価や、

安全基準に対する科学的根拠に基づいた調査が早急に必要である。

よって、狛江市議会は政府等に対し、下記の内容を、強く求めるものであ

る。

記

１ PFAS に対する最新の科学的知見等を踏まえて、健康影響及び環境に関

する評価を明確にし、市民に分かりやすく示すこと。また、健康影響等

が懸念される場合は、対策等もあわせて検討し、自治体への情報提供と

必要な支援を行うこと。

２ 土壌中の PFAS について、自治体に評価指標の設定や地下水の濃度低減

に向けた措置等も示すこと。

３ PFAS の汚染原因を調査・究明し、さらに汚染が生じないよう対策を講

じること。

以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
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